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』
日趣の求請

1  中 央労働委員会が平成 18年 1 2月 6日 付 けでな

命令 (平成 18年 (不再)第 53号 事件)を取 り消す。

2 訴 訟費用 は被告の負担 とす る。

との裁判 を求める。

した再審査 申立てを棄却す る

第 1 当 事者

原告は、平成 3年 3月 1日 に、働 く者 の生活 と権利 の確立、社会的地位 の向上

の為 に、各種事業 を行 うことを 目的 として結成 された労働組合であ り、平成 17

年 2月 10日 に訴訟外 トヨタ自動車株式会社 (以下 「トヨタ」)及び訴訟外三井物

産株式会社 (以下 「三井物産」)を被 申立人 として、神奈川県労働委員会に対 し、

不 当労働行為救済 申立を行 った労働組合であるが (平成 17年 (不)第 1号 事件 ・

甲 1)、 同 18年 8月 4日 、同労働委員会が これ を却下す る決定 (甲2)を 出 した

ため、同年 8月 22日 に中央労働委員会 に対 し、再審査 申立 (甲3)を 行 つていた

ところ、同労働委員会が同年 12月 6日 にこれ を棄却す る命令 (平成 18年 (不再

)第 53号 事件)を出 し、同命令書が同年 12月 12日 に交付 されたため (甲4)、

行政事件訴訟法第 11条 、第 12条 及び第 14条 によ り、被告 を国、処分行政庁

を中央労働委員会 として、同命令の取消を求 めて本件訴 えを提起す るものである。

第 2 取 り消すべ き命令の内容

1 中 央労働委員会は、まず、本件救済 申立の内容 について、原告の本件救済申

立ては、 ト ヨタ及び三井物産 が フィ リピン共和 国に所在す る To y o t a  M o t o r

因原の求圭市

- 2 -



P h i l i p p i n e s  C o r p o r a t i o n (以下 「TM P C」 )の支配企業であって、T ?ヽ Cの 労働者 の

労働条件 に実質的に重大な影響力を及ぼ しているか ら、

① トヨタが フ ィ リピン共 和 国 にお い て TM P Cが T O y O t a  M o t o r  P h i l i p p i n c s

C o r p o r a t i o n  W O r k c r s  A s s o c i a t i o n (以下 「TM P C w A」 )を労働組合 として承認す ら

していない事態 を放置 してい ること及び TM P C w Aの 組合員の解雇問題 につ き、

原告 と協議す らしない ことは不作為による支配介入 (労組法 7条 3号 )に当た り、

②原告 が、上記解雇 問題及び TM P Cと T M E w A間 の労働 関係上のその他の間

題 について、 日本 において トヨタ及び三井物産に対 して申し入れた団体交渉 を

両社が拒否 した ことは団体交渉拒否 (同条 2号 )の不当労働行為に当たるとい う

内容 の ものであるとした。

2 そ して、中央労働委員会は、原告が不 当労働行為であるとす るのは、フィ リ

ピン共和国内に所在す る企業である TM P Cと 同企業 に雇用 され る労働者が同

国内において組織 した労働団体である TM P C W Aと の間の、同国内での労使 関

係 において生 じてい る T ?ヽ C W Aの 労働組合 としての承認及び同団体の組合員

の解雇等を巡 る紛争 に係 るものであるとした。

す なわち、本件 は、 フィ リピン共和国内で営まれ る T ?ヽ Cと その労働者 間

の労働 関係 を基礎 に同国内において存在 している T ?ヽ Cと T M P C W A間 の労使

関係か ら生 じた紛争 について、TM P C W Aが 日本国内に所在す る労働組合 (原告

)に加盟 し、同組合が当該労使関係 における使用者である TM P Cの 労働者 の 「

労働条件について実質的に重大な影響力を及 ぼ してい る」 と主張す る日本国内

の企業 (トヨタ ら)に対 して当該紛争 に関す る対応 を求め、団体交渉を申し入れ

た ものであるとした。

3 そ の上で、中央労働委員会は、我が国の労働組合法は、我が国に存在す る労

使 関係 に適用 され る と解 され るところ、上記のよ うに本件救済 申立ては、我が

国の国内の労働組合が国内の企業を相手に申し立ててはい るが、本件救済 申立

ての内容は、国外の労使 関係 において生 じている労使紛争 について、国内の労
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働組合が当該紛争への関わりをもつて、当該紛争に関係すると主張する国内の

企業に対し交渉と対応を求めるものであるから、我が国の労働組合法を適用す

べき労使関係に関する申立てとは認め難 く、したがつて、同委員会 としては、

当該不当労働行為救済申立てを審査する権限を有せず、その救済申立ては不適

法なものであり、これを労働委員会規則第 33条 に基づき却下した初審決定は

相当であるとし、再審査申立を棄却 した(甲4)。

第 3 取 り消すべ き理 由

1 労 働組合法の解釈 ・適用の誤 り

まず、中央労働委員会が、本件で救済が求め られているのは、フィ リピン国

内における労使関係であつて、我 が国か らすれば 「外国における労使関係」で

あるか ら労組法の適用がない としたのは、同法の解釈 ・適用の誤 りである。

つま り、原告が求めた救済内容 は、究極的にはフィ リピン国内における労使

紛争の解決に役立つのであるが、第
一

義的には多国籍企業であ り日本国内の支

配企業である トヨタらが紛争解決 に乗 り出す こと、及びそのために原告 と団体

交渉 をす ることを求めているのであって、 ト ヨタ らが紛争解決 をせず、団体交

渉 にも応 じない とい うこと自体は 「国内における」労使紛争であつて、労組法

の適用がない と決 めつけることはできない。

この点でいえば、原告 は、フィ リピン現地法人である TM P Cに 直接紛争解

決 をす ることを求める申立を しているわけではな く、 日本国内の法人である ト

ヨタ らに対 して彼 らができる救済で、かつすべき救済を求めているだけであつ

て、中央労働委員会は、そ もそ も事案の捉 え方が間違 つている。

また、多国籍企業の社会的責任 の観点か らすれば、海外子会社で生 じた紛争

や 問題 について、それ を本国の本社ない し支配企業が放置 してお くこと自体が

問題視 され るのであつて、その本社の姿勢 自体は本国たる 日本国内で、 日本国

の労働組合法 を含む諸規範 に照 らして責任追及 されて しかるべ き問題である。



なお、初審の神奈川県労働委員会は、労働組合法の適用につき、 日本におけ

る労使関係 に適用 され るのが原則 であつて、本件 のよ うな外国における労使関

係 には、 「同法を適用 しなければ公平 さに欠 けるとか不合理であるな どの特段

の事情がない限 り」適用 されない と考 えられ るとした うえで、本件 の事案では、

「特段の事情」の存在 を窺わせ る具体的事実 に関す る主張 ・疎明がない として

いた (甲 2)。

この初審決定の枠組みによれば、 日本の労働組合法 を適用 しなければ不合理

であるといえる特段の事情がある場合には、労働組合法の適用が認 め られ るこ

とになるのであ り、 「特段 の事情」の有無 につき、中央労働委員会で も争点 と

なるはずであった。

そ して、 このよ うな判断枠組み 自体は、国際労働法についての学説 において

も通説的見解 といえる (甲5)。

ところが、中央労働委員会では、 この学会の通説的見解 ともいえる判断枠組

みす ら無視 しているのであって、労働組合法の適用範囲に関す る判断 。手法に

は、解釈 ・適用の誤 りがある。

そ して、労働組合法 を適用すべ き 「特段 の事情」が存在す ることについては、

審問などを経れ ば十分 に立証 しうるものであった。

すなわち、本件紛争 は単にフィ リピン国内の労使問題 にとどま らず、 I L O

や I M F (国 際金属労連)といった国際機 関や 国際労働組織の場で も問題 とされ

てきた事案であ り、 I M Fは フィ リピン政府 に向けて紛争解決の勧告 を何度 も

出 している し、 I M Fは 、 I M F― 」Cな どを通 じて、 日本国内で労使の直接

交渉の場 を設 けてきたのである。 このよ うな国際機関の関与にもかかわ らず、

本件紛争が解決 に向かわないのは、何 よ りも多国籍企業の中枢部たる トヨタら

が 日本国内で何 ら責任 ある行動を とろ うとしていないか らである。

その意味では、国際的に見れば、 日本国内で本件紛争につ き解決すべき舞台

を設定す ることしか残 された道はないのであ り、おそ らくは IL Oと して も本
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件問題 を解決 しよ うと努力 しない 日本政府 に対 して勧告を出 さざるを得な くな

るであろ うし、すでに展開 されている IMFの 世界キャンペーンの最終 目標 と

して 日本本社が名指 しされ るであろ うことは明 らかである。

かつて外国において 日本企業が公害を輸 出 して国際的に非難 を浴びたよ うに、

日本 の多国籍企業の行動 とくに労働分野での弾圧や組合つぶ しは国際的な非難

の的 とな りうるのである。本件事件 につき TMPCW Aが 、直接的に 日本の多国

籍企業を相手方 として 日本国内で団体交渉な どの解決手段 を求めてきたことは

特筆すべ きことである し、 これに対 して我が国の労働組合法 を適用す るしかな

い とい う特段の事情が存在す るのである。

2 使 用者性の判断回避

初審においては、実は労組法の適用があ りや否や とい うことはほとん ど争点

化 してお らず、その主張立証の大半は、いわゆる 「使用者性」の問題 に費や さ

れてきた。その意味では、 「労組法の適用な し」 とい う理 由で初審が却下決定

を下 し、 さらに中央労働委員会が同様 に棄却 したのは、いわば 「肩すか し」の

命令 である。

そ して、本件で 「使用者性」が最大の争点 となつたのは、親会社子会社 より

以上に結びつ きの強い多国籍企業 において、海外展開 した先で不当労働行為 を

含む違法行為があった場合 に、その責任 を本国で間えるかが問われているか ら

であ り、その当然の前提 として、 もし日本人ない し日本法人が直接海外で不法

行為 を した場合 には 日本国内でその責任 を追及す ることは当然できるとの考 え

方があるか らである。

したがつて、本来 「使用者性」の判断次第では、 日本に本社 を持つ多国籍企

業が海外で起 こした不 当労働行為 につ き、 日本でそれ を問題 とし、その紛争解

決 を求 める団体交渉 につき、 これ を拒否 した事案 といえるのであつて、その場

合、当然に労組法の適用が認 め られ ることもあ りうるのであ り、 「使用者性」

の論点に全 く触れないまま、 「労組法の適用な し」だけで門前払いす ることは、



論理的にも間違 った判断遺脱の処分 といわ ざるを得ないのである。

第 4  結 論

よつて、請求の趣 旨記載の とお り本件命令の取消を求める。

以上

立 証 方 法

1  甲 1  不 当労働行為救済 申立書 (写し)

2  甲 2  県 労委決定書 (写し)

3  甲 3  再 審査 申立書 (写し)

4  甲 4  中 労委命令書 (写し)

5  甲 5 文 献抜粋 『国際労働関係の法理』(山川隆一 ・著)

附 属 書 類

1 訴 状副本

2 甲 号証写 し

3 訴 訟委任状

4 組 合資格証明

1 通

各 1 通

1 通

1 通
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